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すみだ女性センター条例の一部を改正する条例（案）概要 

 

 

１ 改正理由 

墨田区女性と男性の共同参画基本条例の一部改正（4.9.30 公布、5.4.1 施行） 

を踏まえ、施設の名称を「すみだ女性センター」から「すみだ共生社会推進セ 

ンター」に改めるとともに、男女共同参画施策の推進拠点として位置付けるほ 

か、同センターを使用することができる者の範囲を拡充する等、所要の改正を 

する。 

 

２ 改正内容 

施設の名称を「すみだ女性センター」から「すみだ共生社会推進センター」 

に改めるとともに、同センターを使用することができる者の範囲を拡充する。 

 

３ 施行期日等 

（１）施設の名称変更 令和６年４月１日 

（２）すみだ共生社会推進センターを使用することができる者の範囲の拡充 

令和６年１０月１日 

 ※ この条例の改正に伴い、付則で墨田区附属機関の設置に関する条例の一部 

  改正をする。 


